
市
で
は
、
平
成
17
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た

「
わ
ん
ぱ
く
キ
ッ
ズ
の
お
で
か
け
プ
ラ
ン(

ク

ー
ポ
ン
券
に
よ
る
親
子
日
帰
り
遠
足)

」
を

平
成
18
年
度
も
実
施
す
る
予
定
で
す
。

小
学
校
区
ご
と
に
実
施
す
る
こ
の
遠
足
プ

ラ
ン
は
、
N
P
O
へ
委
託
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
、
そ
の
た
め
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

対
象
　
秋
田
市
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る

N
P
O(

法
人
格
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん)

日
時
　
２
月
24
日
(金)
午
前
10
時
30
分
〜

会
場
　
市
役
所
研
修
棟(

消
防
庁
舎
北
側)

委
託
内
容
　
日
時
・
行
き
先
の
決
定
と
い
っ

た
遠
足
プ
ラ
ン
の
企
画
立
案
、
貸
し
切
り
バ

ス
運
行
な
ど
の
実
施
業
務

募
集
数
　
企
画
提
案
の
審
査
に
よ
り
、
数
団

体
を
選
考
し
ま
す(

平
成
17
年
度
は
３
団
体)

●
申
し
込
み

２
月
23
日
(木)
ま
で
、
電
話
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で
男
女
共
生
・

次
世
代
育
成
支
援
室
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

tel(

８
６
６)

２
１
４
１

フ
ァ
ク
ス(

８
６
６)

２
４
０
５

E
メ
ー
ルro-plm

w
@
city.akita.akta.jp

雪
の
重
み
や
除
雪
す
る
と
き
の
不
注
意
の

た
め
、
工
場
や
事
業
所
、
一
般
家
庭
で
、
燃

料
タ
ン
ク
や
配
管
の
破
損
に
よ
る
油
類
の
流

出
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

燃
料
の
減
り
が
普
段
よ
り
早
い
場
合
や
タ

ン
ク
の
周
囲
に
着
色
・
油
臭
が
あ
る
場
合

は
、
燃
料
が
漏
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
の
で
、
き
ち
ん
と
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

燃
料
が
漏
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
ら
、

環
境
保
全
課tel(

８
６
６)

２
０
７
５
、
ま
た

は
消
防
本
部
予
防
課tel(

８
２
３)

４
２
４
７

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

障
害
が
あ
る
か
た
の
た
め
に
、
次
の
手
当

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
が
、
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手

帳
を
お
持
ち
で
な
く
て
も
対
象
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
障
害
の
あ
る
か
た
が
施
設
に
入

所
し
て
い
る
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る
か

た
…
特
別
児
童
扶
養
手
当
　
身
体
か
知
的
に

中
程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
20
歳
未
満
の
お

子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る
か
た
が
対
象
で

す
。
支
給
額
は
、
１
級(

重
度
障
害
児)

が
月

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

３
障
害
が
あ
る
か
た
へ

各
種
手
当
が
あ
り
ま
す

２
燃
料
タ
ン
ク
な
ど
の

漏
れ
に
ご
注
意
を

１
「
わ
ん
ぱ
く
キ
ッ
ズ
の

お
で
か
け
プ
ラ
ン
」
の

業
務
委
託
説
明
会

１月31日で任期満了となった松葉谷
温子(はるこ)氏の後任として、前秋田市
教育長の飯塚明氏が、１月24日に開か
れた市議会の同意を得て助役に就任し
ました。発令は２月１日、任期は４年
です。飯塚助役は、市の活性化推進策
をはじめ、企画・商工・都市整備関係
部門を担当し、相場道也助役とともに
市長を補佐します。

新しい助役に

飯塚助役の経歴
昭和21年４月28日、秋田市生まれの59
歳。昭和45年、早稲田大学教育学部卒
業後、秋田市役所に入所。人事課長、総
務部次長、環境部長、総務部長、教育委
員会教育長などを歴任。

飯塚
い い づ か

明
あきら

氏

この最低賃金は、秋田県内
で働くすべての労働者に適用
され、これより低い賃金で働
かせると罰せられます。
産業別の最低賃金もありま

す。詳しくは秋田労働局賃金
室へどうぞtel(883)4266

秋田県の最低賃金は

608円
１時間あたり…

です

飯塚氏の助役就任に伴い空席となった
教育長には、その後任として教育委員に
なった�橋健一氏(前地域振興局長)が委
員の互選で選ばれました。

�橋
た か は し

健一
け ん い ち

氏

教育長に

�橋教育長の経歴
昭和21年４月10日、秋田市生まれの59
歳。昭和45年、法政大学法学部卒業。
昭和46年、秋田市役所に入所。学事課
長、財政部長、総務部長、合併推進局
長、地域振興局長などを歴任。

14



額
５
万
900
円
、
２
級(

中
度
障
害
児)

が
月
額

３
万
３
千
900
円
で
す

重
度
の
障
害
が
あ
る
お
子
さ
ん
…
障
害
児
福

祉
手
当
20
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳
の

お
お
む
ね
１
級
か
、
療
育
手
帳
の
お
お
む
ね

A
程
度
の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
に

介
護
を
必
要
と
す
る
お
子
さ
ん
が
対
象
で

す
。
支
給
額
は
月
額
１
万
４
千
430
円
で
す

重
度
の
障
害
が
あ
る
か
た
…
特
別
障
害
者
手

当

20
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
お
お

む
ね
１
〜
２
級
程
度
で
障
害
が
２
つ
以
上
あ

り
、
日
常
生
活
で
常
に
介
護
を
必
要
と
す
る

か
た
が
対
象
で
す
。
支
給
額
は
月
額
２
万
６

千
520
円
で
す

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、

特
別
障
害
者
手
当
、
福
祉
手
当
を
受
給
し
て

い
る
か
た
へ
…
受
給
し
て
い
る
か
た
の
住
所

が
変
わ
る
と
き
は
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
施
設
に
入
所
す
る
と(

特
別
障
害
者
手

当
受
給
者
は
、
病
院
や
老
人
保
健
施
設
に
３

か
月
以
上
入
院
し
た
場
合
も)

受
給
資
格
が

な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
受
給
し
て
い
る

と
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
を
返
還
し
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

障
害
福
祉
課

tel(

８
６
６)

２
０
９
３

東
北
農
政
局
で
は
、
食
料
品
の
安
全
性
や

価
格
、
食
生
活
な
ど
に
関
す
る
ご
意
見
や
情

報
を
提
供
し
て
く
だ
さ
る
、
食
料
品
消
費
モ

ニ
タ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す(

謝
金
あ
り)

。

■
応
募
資
格

秋
田
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
に

お
住
ま
い
の
20
歳
以
上
の
か
た(

国
・
地
方

公
共
団
体
の
議
員
と
職
員
を
除
き
ま
す)

■
期
間
　
平
成
18
年
４
月
〜
平
成
19
年
３
月

■
定
員
　
16
人(

応
募
多
数
の
場
合
は
選
考)

■
応
募
方
法

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、

電
話
番
号
、
家
族
構
成
、
職
業
、
農
林
水
産

行
政
に
対
す
る
意
見
を
書
い
て
、
２
月
28
日

(火)
ま
で
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
０
１
０
―

０
９
５
１
　
秋
田
市
山
王
七
丁

目
１
―

５
　
秋
田
農
政
事
務
所
消
費
・
安
全

部
消
費
生
活
課
消
費
経
済
係

tel(

８
６
２)

５
６
１
４
・
フ
ァ
ク
ス(

８
６
２)

５
３
４
０

Ｅ
メ
ー
ルm

onitor_shousei@
tohoku.

m
aff.go.jp

広報あきた　２月16日号15

４
平
成
18
年
度
食
料
品
消
費

モ
ニ
タ
ー
を
募
集

住宅火災での死者は、放火による自殺を除くと
半数以上が逃げ遅れによるものです。そこで、平
成16年６月に消防法が改正され、すべての住宅の
寝室などに、火災警報器の設置が義務づけられる
ことになりました。

一戸建て住宅、店舗併用住宅、アパート、寮
などすべての住宅が対象です。ただし、すでに
自動火災報知設備やスプリンクラーなどがある
場合は、設置が免除されることがあります
※アパートなどの賃貸住宅は、大家さん(不動産
会社)と借受人が話し合ってどちらが設置する
か決めることになります。

平成23年５月31日までに設置してください。
ただし、平成18年６月１日以降に着工する新
築住宅は、初めから設置しておくことが義務づ
けられます

①寝室
②寝室がある階の階段(寝室が
１階にあるときは不要です)

消防署など公的機関の職員が家庭に訪
問し、火災警報器を販売することはあり

ません。おかしいなと思ったら、消防本部か最寄
りの消防署へご連絡ください。
また、住宅用火災警報器はクーリングオフの対

象です。契約などのトラブルは、秋田市消費者セ
ンターへtel(866)2016

火災警報器は、消防用設備を取り扱っている
販売店やホームセンターなどで購入してくださ
い。機種や性能によりますが、およそ５千円か
ら１万円くらいです。なお、日本消防検定協会
の鑑定に合格したものには「NSマー
ク」(右図参照)が付いていますので、
購入の目安にしてください。

消防本部予防課tel(823)4247
問い合わせ

悪質な訪問販売に注意

期
　
限

対
　
象

設
置
場
所

入
手
方
法

壁の場合 天井から15～50 の範囲
天井の場合 壁から60 離してください

位
置

平成17年度４回目の河辺・雄和地域
審議会を開催します。
今回は、旧町庁舎などの有効活用策

や平成18年度予算に関する要望事項な
どを話し合います。傍聴は自由です。
直接会場へどうぞ。

地
域
審
議
会
を
開
催

２月22日(水)午後２時～
雄和公民館大集会室

問い合わせ 地域振興局総務課tel(866)2785

２月23日(木)午後２時～
河辺総合福祉交流センター
三世代交流ホール

雄和

河辺

場所・位置は正しく

すべての住宅に
火災警報器の設置が
義務づけられます
寝室と寝室までの階段に

※設置場所や位置については、市消防本部ホームペー
ジも参考にしてください。
http://www.city.akita.akita.jp/city/fr/

NSマーク

▲
▲

セ
ンチ

セ
ンチ


